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’　　　　，　　　　一アメ・房ガ的労使関係の進展と変化一　　∵べ　言γばぐ

　　　　第4節　「日本的労使関係」とドラッ．！三「労使関係論癒畜ξぺ1曇￥．裁浸

　　　　　まとめ

　　　　　　　　　　　　　　はじめに　　　tt－　　　　、三

　本稿は，・労使関係論のある一つの古典の研究であり，∵それとともにジその

古典の鑑に照らして日本ならびにアメリカの労使関係の現代的特性の比較分

析を試みたものである。・　　　『　－t　・t　，t、　・　・；1・一　・

　この場合，≒古典占は㌫論語に「温故知新⊥という格言があるがみその内容

においてこの格言にあ鐙ま．う激効能を持った書という；．；X！i’う；淀解釈沸るぴ蒸う’

・う・とく・・…れまで懸騨湯鯛難酬て輝射醜点り地位

を占めるも’のと見な違纏攣琴燦遜嬢惰鴇遅宏表圭義湧）階級闘争論があ

る1）。・このlf古典」的理論はぶR．ダーレ弘ド游フ必ζ沌産業社会の階級およ
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び階級闘争』（1957年）において詳細緻密な解析をし，「へ一ゲルの歴史哲学

と“巧妙なる定義のトリック”によって結び付けた『社会学的に無意味な命

題』（＝プ゜レタ’アート？雄雌蜘髄）をつ．くり、あげてY）る」・とを理論

的に明らかにしたものであったカ。そうして，今日，ソ連邦の解体において

この理論による誘導の結果の無意味さカ㍉歴測的事実左しても証明されてき

ている。今日でも，この理論による特定勢力の戦略的策動が跡を絶たないで

いるが，この理論の古典性は，‘ 「不恵Si’b「E’　6アリス』における“チェシャー

猫の笑い”のごとく，実体を欠いた幻形の蒸し返しと化しつつある。

　そういう歴史的経緯において，今日，労使関係の問題研究として欠かすべ

からざる重要な地位を占めてきているのが，企業という組織体と労働者・労

働組合との関係という領域である。この領域は，「階級闘争論」という「古

典」的輪の風靡の下’・“…所醐係ピ階級鞠舜会齢による変革と

いう主題（＝“チ三シャー猫の笑い”的主題〉によって真のリアルな商題が被覆

されてきたところのものであるぼ組織体による生産の進展が「生産手段の私

的所有」という古風な規定を陳腐花してきてt’・　6’事態さ）におC’｛そは，この領

域の制度経済学的な新たな探求視角が必要であり，また，組織体での労使関

係についてマックス・ウェー〈　一一流の「支配社会学」的考察も必要となってい

る。

　本稿で研究対象とする古典は，P．　F．ドラッカーのr新しい社会一産業

秩序の解剖一」（Theハreta　S㊨ばε砂一輪Ahatoη夕・㎡Z加乃2dusthal．0πZεぢ，1950）

であるが，”　’；　’eの書は，・ここで述べた労使関係論の基本領域について制度経済

学的にも支配社会学的にも先駆的な考察原点の課題を提起したものであり；

今日世界的な注視を浴びている目本的労使関係の特質や問題点を再検討する

「温故知新」の見地を我々に提供してくれていると思量する。・　　’・　：．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　さコ
なお〆ドラッカr‘－et，この書において「政治的な」（political）という言葉

を盛愈に用いでいるが元．それについて直接に注釈的な定義はしていない。ど

ういう語義を：も売紬淀用いでいるかいろいろと考え℃みた滅＾Mアグ．リェ
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ッタとA．ブレンデールが「政治とは，自分たちの生活を共同社会として組

謝る仕方について，燗が繍的にとる働である」4）と述べているのを

当て嵌めてみると，この書におけるドラッカーの意図がわかりやすくなった

ことを付け加えておきたい。そういう意味で，この書はきわめて政治的な書

である。　・

　本稿の構成は，次の通りであゑ。

　第1節　ドラッカー「労使関係論」の構造　　　　、　　　　・

　　ここでは，『新しい社会」のうち労使関係に直接関わる「支配社会学」

　的考察部分に焦点を当て，その内容を概観する。

第2節ドラ・カー憎願騨」の蝉　　　・’r’、
　　ここでは，ドラッーカニあrr労使関係改革論」の提唱後vt‘生起している現

実の事態との関連⇒点を当写検討醒事項の提挺する・

　第3節　ドラッカー「労使関係論」の背景とフィージピリティ

　　　　　　ーアメリカ的労使関係の進展ど変化一r’

　　ここでは，1950年アメリカ産である労使関係のドラッカー・モデルが登

　場する背景および提唱内容の実現具合ということに焦点を当て，アメリカ

　の労使関係の特性を分析する。　tt　　バF　　　’　　．　‘一・’、

　第．4節・　，・　r；日本的労使関係」とドラッカー「労使関係論」　　　」、

　　ここでは，・ドヲッカー「労使関係論」を＝”うの理念型と’して念頭に置い

　たときの日本的労使関係の問題点を検討する。＼　’　．∵

　　　〔注〕　　．　ゴt，　’　　　　　　　　・　　　　　－1　　　　　　　・　　／．・1・：1

　　1）中林賢二郎「資本主義のもとでの労働組合運動についてのマルクろ、エングを

　　　・、　lx－・ンの趣」（働齢運動の理論悌・巻大時舗所載）P｛・マ

　　　ルク・蟻の階縞櫟労働蹄遮・して体系弊轡理・るC∵
2） ，竺襟鍬難搬』竃郵轟繍鼠R

　　3）「株式ktr，そ繊資柱融額籔塞麟蓮紡鱗≧義磁的産業

　　　㌶㌫甥灘竃講繋騰織1墨慧譲蕊
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　乏．）こい：。．1・バ・ふ5：寓怜☆；・・．∵、ザ，1・㌧；，　・’　L・・．　．．s．，

篶ξ．」耳）寧葺目漫郵篶∴こ．ご．’≡∵㌔　’・，㍉：∴5’lttt・一・・，t・　、t’

準臓難謙総認1識編会学治続⊇
　　　　としておどちくほどの意見の一致がある。’もし観点の相違を見づけようとすれ

ピ∴…｛諏この現象に関する急進的な解釈と，やや保守的な解釈とを対比することがで

　　　　きよう・この鰍では・マルクスは急進派の倉U雛だ・た・しかしおどろ、くべき

　　　　ことには・かれの後継は大蛤も・とeev的観解をと・た」（R．ダゴγド

　　　　ルフ莞富永健一訳陸業社会における階級および階級闘争」58－5頭）ご

　．4）M．アグリエッタ・A．プレシデー・・ル著，斎藤・・，他訳「勤労者社会の転換」229

　　頁・、・∵、∴・一㍉・1二．、　　x　　．＿一

。、＿∵禦篤ドラ・テ’「労餉晶」噂造．

　　　　　　㌻賓拳嚇角L’「職学」一．．∵

　　ドラッカーは，どういう視角から宕その労使関係論を構築しているであろ

うか。一，一一t　r’・・．・　　　：t，・．．1：・・て　1　・t’　．：．　　　　　、．．、

　ドラッカ7は，自分自身を規定して・「政治生態学者⊥であるという。それ

は，、「環境保護運動家が自然環境に関心を払う1よ・．うに人工の環境’J（制度・組織）

に関心を払う者」の意である1）b一この「関心」の前提にあるものは，人間の

尊厳と1しての∫自由」．（＝「責任ある選択」）iz・’あり，その社会における体現と

しての「自己統治」である2）。そうして，、．2ei・世紀における；「環境」として

の代表的物的現実は，大量生産であり3），その制度化されたものをiF産業企

業体」幽と称する（p．　27’）。　「’　　　『　　　　tt一．　　　，

・こ卿ま・．P，　

F垣・ker，乃ε晦ρ『＆⑭一¢he　Aha㌦げ伽励耐酩1

　　　CW坤拠てドラ・‥の労繭緯の糠を勧義もの恒…、℃’・
　　　の書から捌壁要綱出ぬ・・ロ・・別途注seSる・ξなく，本文中…（）内

　　、に嘩のGlee・w・Od　P咋，・？・blish・・励鞘敢諏する，囎の訳文につ

三ぷぜ壬懸棋墜罫』餌緯籔薬嘩獣抱，鷲ン曝刊，V　blラ。か
・一 ∵鰻熱警願1擦照は力淳熊の壕頂坤嚇・e．i
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2．“
「産業企業体」の三重性格

　ドラッカーの「産業企業体」、の捉え方は，それを，①経済的制度，②統

治的制度，③社会的制度という三重の性格をもつ複合的制度として捉えて

いるこムに特徴がある。この捉え方からして，「記録された歴史において，

いまだかつて，経済的成果を第一とした統治的ならびに社会的な制度はな

い」（p．　50）と表現しているのは，まことにユニークである○ここでは力点

は，「統治的」「社会的」・というところに置かれているei　　　　　÷”’　，；，i・

　　　　　　　　　　　3・’「芦市昨」．＿．．＿。，

　企業が、「統治的制度」ごであるという理由は云一治は・「産業市民」という考

え方に基礎を置いているごとである6・：〆㍉．・’∴、＼舜・1響1．こ11・，｝，．．J：ごi’　1・・パ

　大量生産原理の浸透した産業社会にお｝いては；＜生産者ピしての市民的官由

は個々人にではなく組織体（企業）に存在する（pL　6）。したがって，この組織

体の構成員となることによって，はじめて個々人は間接的に「生産者とし

ての市民」（＝「産業市民」）となることができる。この市民資格の取得・喪

失を決定する支配力をもつという意味で，産業企業体は統治的制度である

（pp．44－45）。　　　　　　　　’　　　　　　　　　　「　　一　　　　、　　　’　．・　　　層　　　　　i’二

　　　　　　　　4逗営者勧の正雛と1・う曄．J．．、，．11’、

　企業が統治的制度であるというもう一つの理由は，企業が経済的制度であ

るということから直接に派生してきている。

　企業の社会における「存在意義」は，「財貨ないし用役を産出し，それを

顧客に提供して社会的な富’（効用価値）に転化せしめる」4）という「経済的

成果の達成」にある6企業ぞの滝のの社会的存在がこの・こ乏の成否によって

決まるから，・・企業が経済的制度である｝掻㊤藏側面誕＝経済的機能）wま○第プ義

的である（p．50）b企業における経営馨権力嘘デこ1δ機能巻紐織的に遂行す
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　　．’　　・・ト　　、ζ≒tL．㌦≡ジh　艮一・te［．1：：　，　　」、　・，　　　…　　一

るために行使される隻黙そ戸㌃鋤勧行鮮よって「企業噸
定形の群麩難的・踵鹸集団ぱでma花する」（P・・45）・

　ドラジカニー↓嵩しかし，その権力行使が「政治生態学」的意味において正

当性の条件にかなうかどうかを，問題にする。一ご　　・　　．　1

　、この問題設定において，ドラッカーは，政治的統治の原理すなわち「正当

な政府とは，．その国民の利益になるように統治する政府のことである」を導

入しS（p．．99），それを吟味の立脚点にする6　　＿　　　　「’

　ところで，この原理に照らすとジ企業はその存在意義からして，∫正統な

統治体」ではないというごζになる・や姉・∫人びとに対する企業の統

治権限は，常に企業の経済的な成果と責務に従属させられなければならな

い。’人々に対する企業の統治権限それ自体が自律的な機能，1．tつまり目的その

ものとなることは決してない」（p．99）からである。ドラッカ｝←は，そのこ

とをリンカ’一ソの言葉を借りて，「経営者は』1‘人民のための政府”になりえ

ない。たとえ経営者が竺大民のtt人民による政府ηであっても，≡たとえ

ば，・法律的に権九所有権，支配力が；’すべて工場共同体の成員に与えられ

たとしてもzf，経営者は題人民のための政府”ではないし；おそちぐそう

なることはできないであろ「う：］19（P．　．；OO）．という5）。

　ドラッカーは，〈a＞「経済的成果の達成のための統治」と，〈b＞「統治自

体を自律的な自己目的とする政治上の統治の正当性り原理」とは即一的でな
　　　　　　　　　　　　　る　・’泣：・’c．こパ　∫［C，ニゴ」≡　　1．

く，その間に分裂が介在することを，産業企業体の「政治生態学」的考察の

基本的な問題としているのである。　　・‘．・パ▽、・　　∴　　”　”’iい

　　　　　　　　　5対獅として？鏑纈∴ll、．＿、

　1ドラツカーは，上記の統治制度としでめ企業における基本的な問題を解決

する唯一可能な方途は，「統治者に対抗して従業員を代表すると同時ec，’自

身もまた芯の統治者．鮨部を形成する」・という，対抗勢力を企業体の統治構造

そのもめの凝力挺組み込み；制度化渚る：ごと・にある老する。ご⑳対抗勢力ど

　172　　　　　　　　　　　　－6一
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して位置づけられているのが，労働組合である（p．106）。

　この場合，、ドラッカー一の「対抗勢力としての労働組合」の位置づけ方は，

同じように対抗勢力という認識をも⇔ているにしても，「組合員め経済的な

利益に対してのみ忠実義務を負い，政治的な機能も社会的な責任ももたない

とした」アメリカ流のピジネ痢ユニ’オニストの伝統的な概念（「労働組合＝経

済的圧力団体」説）と根本的に相違するものであるくpp・106－107）。、　　．一

　ドヲヅカーは㌧「経営者は正当な統治者となることはできない6）というこ

とから組合の機能が生じ、る」・（p：江07ンどいうよ「うにごE産業制度に固有の基本

的な政治的緊張を制度的に表している」（p．　106）ものとして労働組合を捉え

ている。

　「対抗勢力としての労働組合」のこのドラッカー的概念は，「組合員の経済

的利益」のためという「経済的圧力団体説」よりも，その存在根拠について

強力な論理であるといえる。なぜなら，「組合主義の発生原因，，推進力；’目

的と機能，：’：これらはすべて，経営者のとゐ政策には関わりな．くプ経営者がま

ったくどうするごともできない唯一：’：’‘のことに，すなわち，．経営者そのものめ

存在と機能に根ざしている」（p．・109）どいうご．と売からである。；lt’き

　ところで，労働組合が「従業員（の利益）を代表する対抗勢力」‘tいう措

定は一般的な通念とべだたり’はないのであるが，．労働組合「自身もまた統治

者の一部を形成するJと1いうのは常識的に判断すると奇異な措定である。労

働組合は，‘なにゆえ，F統治者のt部上と位置づけられるのか。このこどにつ

いて，ドララカァは，㌧次のように述ぺている。　．　　　　’　．　　一’

　　「企業の統治性は，労使紛争において現れてくる。労組は，雇用は組合員

”t たることを条件にぜぶと要求1ジたり，懲戒行為は組合の同意を得た協約に

　基づき，組合が参加する正式手順を踏んで執行されるよ．うに要求しだり㌶

　さらにはストに訴えたりして，・権力への参加を肯定したり否定したりする

　権力のr半を得るごとを要求癒魏瓢pp鴻騨6）轟養｛㌔．．ご1”，．．．t

　　「組合活動の領域は，労働時間；7i・，H：en．！・働剰牛言職務定義主職務割当∫r採用・
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　　　　　τ‥・一セ三：1田ζ芯日＼ご孟㍉（埠k∵、一、　lfT　　　口・一

解雇方針1≧監督権限w先任権条項，’等為一’，どれ一つをとっでも不可避的に

経営⑳領域濃のである」ピしたカミ⇔て賠F組潜カミ認めるど否とにかかわら

　ず〆，組合は重要な統治機能を行使したり，コントロール・したり，拒否した

’りする統治機関である」（p．107）☆　　　べ・　　；．－1’

　このように「組合は常に，・’企業の統治構造の一部となる」性質をもうてい

るのであるが，それが意識的に制度化されているかどうかは別問題であっ

て，ドラッカーは・．r企業体の統治を正当なものにする」6）という意識的観点

から労働組合を企業の統治構造に組み込むという制度化を提唱しているめで

ある。　　　　．　　　F　’・　　　㍉　　．∵㌶’

　　　　　　　　　領興醜誕二重？畢㌻　　　，、

t労働組合が自ら統治権力たろうとする指向は，・組合員であることを雇用め

条件にせよ、というクローズド・ショップやユニオン・．ショップの要求によ6て

もっとも端的に代表される。一．　・ts．kらはホープン・ショかプ制が「組合をして

活動するのを非常にむずかしぐする」ことに対する対抗手段であるが，これ

らの「組合保障条項」は，制度的に「市民に対する支配力を組合に与える」

（P．　124）ものである。・　　’　　一〆バ

そのようにショップ制は「支配力」をめ◇る問題なのであるが，．ドラッ

カーはより根源的に，「支配力」は「権限者迄その服従者の関係」，すなわち

「忠誠」の確保にかがるものとして考察するo・「忠誠が統治的権限の基礎」‘・ii

からである。それゆえ，経営者と労働組合の紛争は，従業員の忠誠をめぐる

紛争となる’〈p．46）。　’　　　　　　　　二㌧

　「産業市民上が企業の従業員でもあり労働組合の組合員でもあるという事

態のもとにおいて，経営側もジ組合側もジそれぞれが「産業声民」の忠誠を

要求する。Iiドラッカーは，’両者が対抗して，それぞれ絶対的忠誠を強要する

のは，まざにジ「二人の参謀力洞一の軍隊を使づ迄戦争をじあつているよう

なも，ρである沮麟146）一一と購う。綱走の従業員幌三この1‘壕裂ゼ泥忠誠”に

一「
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耐えることができず，あげくはi企業と組合の双方に対する忠誠が失われて

いく。企業も組合もぞれに耐えることはできない。それゆえ，「ff分裂した忠

誠”、をμ二重忠誠”に変えることに、そ，、双方の真の利益になる」．1（p．147）と

ドラッカー－et強調する。

　　　　　　7．衝突を破壊的なものから建設的なものヘ

　ドラッカーは，すでに見たよ勤こ労働組合を産業企業体の回避できない

「基本的な政治的緊張を制度的に現した対抗勢力」として捉えているから，

当然，「ど⑳よケな解決法によづでも組合と経営者間の衝突をまつたくなく

すごどはできない」というように認識する。しかし，より重要なことは，

「けれども，衝突しない領域での協力と共通目．的という基盤の上に衝突する

ことによって，衝突を破壊的なものから建設的なものへ変えていくことはで

きるはずである」（p．　149）としているととである。

　ζこでいう．「衝突しない領域」とは，rすでに見た産業企業体の三重性格の

うちの第三のもの，すなわち「社会的制度」という側面のことである。これ

は、，企業体の職場に多数の人間が集まり継続的に接し合うことにより必然的

にコミュニティーが形成されているという側面である。ドラッカーはt’それ

を「工場社会」（Plant　commqnity．）と称しているが，・その存在は，「企業の必

要性と目的に基づいているのではなく，人間としての従業員の必要性と目的

に基づいている」・・ものである（p，282）。この自生的な存在である社会単位に

自己統治（＝自治）の機能をもたせることが，ドラッカーの労使関係（＝産業

秩序）改革構想のカナメになっている。

　「工場社会の自治」という第三の領域（組合と企業とが直接「衝突しない領域」）．f

を重視する意義については，．次のように述べている。　　、・∴∵．．一∵∴

　「組合と企業との関係という基本的な問題は，’；勢力均衡の問題どして一

われわれは久しい間この方法で問題を解決1ろよゑ遷ピできた7解決する

：・こ、とはできない6二つだけの勢力の均衡シス・テ写は㌫実際にはうまくやっ
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　三い．い　r”　；：’堵／”，～η、｝．・膓誌誌’．“’．　い　　’、・

斑いけ癒麟⑳であ猫6C≒う渚り・；’L；・Zこにhは全然弾力性というもめがなく，’ほ

≡んの浩よ統と片方が土がづただけでも均衡は破れてしまうに違いない。’勢

　力の均衡どいう解決法ば，恒久的な闘争を避けられないものにするだけで

　あろう」（P．・149）。

　「職場社会の自治」は，勢力均衡とy・う低次元の視野を超えて，「衝突を破

壊的なものから建設的なものへ変えていく」・基盤・という位置づけになっ

ているのである。ぞう．してヂ次のよ己痴こ展望する。’　　『f

　「機能する職場社会のなかに紛争がつつまれれぼい紛争は労使関係土の支

　配要素というよb”iは，むしろ従属的要素となるだろう。経営者芝組合がい

　がみあって労働者の忠誠を張り、合う：代わりに，経営者と組合は企業に対す

　る労働者の新じい強い忠誠をわかち合うことになるであろう」（p．309）。・

　　　　　一　、t　・て！・∴㌧：，｛JVLl，1　i　　l・1・

　　　　　　　　　8・「職場社今？皇治」の論理　　　　　・

　ドラヅカーが丁職場社会の自治」・，Tというご吉を強調するのは，しかし，た

んに労使関係の緩衝帯という位置づけにおいてではない。そうした次元より

ははるかに根源的な人間の社会的存在の在り方，社会構成の原理の探求とい

う視角から，”それは提唱されているのである。

　この節め冒頭に「人間の尊厳としての『自由』……，・その社会における体

現としてめ「自己統治』⊥こそがドラッカーの「政治生態学」的関心の前提

である⊥ど述ぺたが，このことの文脈r（eontext）から’「工場社会の自治∫の

提唱論理を確かめておこう。　　t’　”’・”　，．＿．

　ドラッカーは，一連の著作を開始した原点7）において，次のように述べて

いるゴ　　　　　　ー・

　「人は社会のなかの一人であるから，人にはその社会Q行動についてe’一’　k’

　のが行動についてと同じように責任をもって決定する権利があり，義務が

己あるfie・；・i，・・一“一・・個人は積極的に，・メ真任を持bて，自発的におのが統治として統

・治に参加しなげ弼ばなちない。∫自己統治の決定をおのが決定とし，；自己統
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　治の責任をおのが責任としなければならない。……自由は社会生活を組織

だてる原理である丘社会を社会として構成する領域が一人一人の責任ある

決定に基づいて組織されているとすれぽ，そこには自由社会がある。……

　社会を構成する領域に自由がなかったら，政治制度がいかに完全に自由で

あっても，・自由社会は建設されない。一一形式的政治上の自由は，自由の

　実現ではなくて，その条件である。一…自由は法律制定では作り出せな

　い。……自由社会建設の任務は，統治の分野にあるものではなくて，・［主に

　社会制度にある」8）。｛．

　ドラッカ←は，1「企業は，どの産業国でも，「その決定的な，’代表的な，本

質的な制度（the　deCisive，　the　representative　and　constitutive　instituti6n）’丁になっ

ている」（p2力乞という9）。．このconstitutive・吉い・うの1こは「構成要素であ

るところの」と・いう語意があり，．そめことを上記め引用文とからめて考えれ

ば，．企業体は「（産業〉社会を（産業）社会として構成する領域」として

「本質的な構成要素」ということになる。したがって，産業企業体における

「工場社会の自治」は，社会がr自由社会」であるかどう三かの決定的要因と

“う位置づけになるのである6，

　　　　　，t．，．9・　［工捌会9自治」1躍営権　．J、　．，；

　では，ドラッカーは，どのように「工場社会の自治」の在り方を構想して

いるのであろうか。’その構想の前提に置いているのは，三自己統治として当然

の「企業の社会生活の面での管理は工場社会自身の責任であるという原理」

（p，287）である’eそがぴもこめ「新しい原理」の導入については，『既成の

体制からの反発が大嚇にあ1りうゐとする。　　　－tt　　　　t・　’／　’c　・’．

　まず，経営側についてF自律的7k工場自治によっ．て経営者の権限が破壊さ

れると，・早速異議が唱え・ら蘂ることにな藩のは確か杢あろ：う空どいう∵そう

Lて，・これに対して，「だが，・いっ養鳩経営老癖何凝経1営幼べきなのか，・あ

らゆることであるのか」老反問し三⑩293）ぶF社套彪■い苦経済的成果に対し

　　　　　　　　　　　　　　　一11－　　　　　　　　　　　　　　　　1－7・7



　　　　　　s．1．惑べ．1≒1六，’t・L・…⊇ぶ　t一ご　　　　｝　　　i“’

て責任遊担い，そぐ蓬四責任を果たすために権限を付与された経営者である」・と

い，う曇塞を強調聯るば惹うy・’う毒味で，、経営者は「（事業を）経営すべき・で

ある」という。　　　．一　　　　　一t　　…’　1’1：

　それのみでなく，「工場社会の自治によって経営者は強化される」という。

「企業の経済的成果にとっては付随的なものにすぎない職能を捨てることに

よって，企業の経済的成果と関係のあるあらゆる職能の点で新しい権限の力

量が与えられる」（p．295）から燈ある6－　　・1

　経営者が「工場社会の社会生活を管理すること」・を自己の“大権饗とする

のはパターナリズムの特性であるがパそ抗については［（自己統治ができな

い）子供であるかのように取り扱われている也感Eる」．・こ’とから「労働者の

憤懲と反抗」が引き起こ’される（p．293）と警告している6工場社会の自治に

委ねられることまでを経営者の権限として固執しても，，’　F何かうまくいかな

いときは非難されるという特権だけどいうごどになる」9p：　294）1と辛辣な批

評をしている。　一　．

　それでは「工場社会の自治上にっいで経営者は放任以外にないのかという

と，そうではなくて，この領域での経営者の機能は，「工場社会の統治を監

督するとか，それに介入するとかいうよりは，むしろ自治の明確な業績基準

（standard　of　performancd）を自治機関と協力して設定する」（p．　287）ことにあ

るとしている。　　　一、　　　’；、’　　　　　ttt’t．

　では，一この’「業績基準上というのは，どう、いうものであろうか。それは，

「工場社会の社会秩序は，企業の人的資源の効率的活用に寄与するものでな

ければならない」（p．157）と述べているこ乏と深い関連があるものと思われ

る。「工場社会」それ自体は「企業の必要性と目的に基づいているのではな

くて，・人間としての従業員としての必要性と目的に基p’いている」にして

もガその形成の契機は経済的制度としての企業の内にあるからである。’こ、

の関連からすればヂ「工場社会臨・生産の人的資源：その組織ので側面上

（p．　．t57）癒のであり．，「工場社会の自治」、は，羊生産の人的資源」としての存
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在側面での人間の社会的自己統治なのである。．

10i　．工場社会の自治機関十’その構成　，

　ドラッカーは，工場社会の自治組織の在り方については；次のように述ぺ

ている。

　∫工場社会の自治機関は，従業員と密接なものでなければならない。自治

　機関が代表している単位は，個々の従業員が積極的に参加できるほどに小

　規模なものでなければならない」6’．同時に，「最高経営層はLL一つしか存在し

　ないのとまったく同様に，あらゆる機能に対して責任を有する工場社会の

自治の中央機関㌧たtg一つで麹れぱらない」（P・・2e6）・

　ここで一つの問題ほ，こうした工場社会の盲治組織と労働組合の企業にお

ける組織一ここではアメリカの産業別組合のローカル・ユニオンを所与の

前提としてであるが一とは，どういう関係にあるかということである。ド

ラッヵ〒は「工場社会の自治機関（cO㎜皿ity，gove㎜ent）は組合の代わり

をするものではない」（p．287）と述べているかち，それぞれが別組織である

と措定されていることは明らかである。そうして，「組合の参加が工場社会

の自治の成功に乏って必要である」（p．　308）と組合が参加していく対象とし

て工場社会の自治を措定しているから，企業内においては工場社会の自治機

関の方がロrカ、ル・ユニオンより組織範囲が広いというごとになる。Jiそれは，

「工場社会」が組合に加入してIV・ない者も含めて構成されるからであるが，

この点は，1少なくとも現業員に関しては，エ≒オン・ショップの協約が成立

している場合には，同じ組織範囲ということになる。　　一二

　しかし，アメリカの、労働継合はフォアーマンや1‘ホワイト・カラー”を非

組合員とするのが一般的である。1・’それに対レ，ドラジヵ一は丁肉体労働，事

務労働のいかんを問わず一般労働者」の閲題乞して正場杜会の・自治を論じて

いる（p‘305）。　さらにg　「工場L社会◎自治蔭》原理麟エ産業ξ柱聞階級』、．－fofe：

ma叫te（畑cian，　saleslnan，　accountant，　designe宝、　Pla聴managerジetし一に適用す
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　　　　　　　口∵・1∴云．漆　・．1嘉㍗tt』1≡　　　／一　L

ることが，なおより生産的なご鰹憾ある⑳は確がである］（pl　305）とLてい

’る・したが坑鱒購鱒騨；汗熱繰所繰員の全般的醐
織として措定されていることになる。

　ただし，、産業中間階級については，「その地位を経営者の権限の委譲から

得ている」めで，その自治機関は「一般労働者の自治体とは別個にされなけ

ればならない」としている。一そのように中間階級は中間階級として独自性を

もらた自治の課題に取り組むユo）のであるが，同時に，「多くの場合，－L‘般労

働者の自治機関と連合処理・（dealing　With）に当たる経営側の機関ともなろ

う」（p．306）という位置づけになっている。

　　　　　　　　…工場鯵の髄鱒一初嚇

　工場社会の自治機関が営む機能については，まず大きく二つに分類されて

いる。

　その1は，〈A＞「工場社会の社会的構造を組織化するそのもの本来の機

能」（p．，286）であり，それに伴い自治機関tit，t　r完全に自立して⊥営むところ

の機能領域をもつ。これに属する一ものとして，次のものがあげられている

（p．283）o

　イa）「時間的にも空間的にも職務や仕事とは別個である社会生活上の機

　　　能」。T・・〈例〉職場への往復輸送，駐車，7簡易食堂，スポーッ・クラブ，・1

　　　趣味同好会，ピクニッグやパミディ，教養活動など。．

　　（b）一「（任せておいて）職務が果克されるかぎり〉企業に利害関係が特に

　　　あるわけではない領域」。〈例〉『休暇スケデゴーウ壱，交替勤務の割当，

　　　特定勤務（PattiCUIar　CreWS）の割当1など。　で

　その2’は，．〈B＞「なんらかの程度において経済的利害と関係を持っている

の▽自治機関’と経営側一との間の調整（co碗dination＞を要する」（p：　284）領

域癒ある註この領域の具体的な事項は工場W事業所ごとに相違するものであ

るが忌某ラッカエは轟≧般的なもの一としで；・次の六つの主要な部類をあげて
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いる（pp．284－286）。　　　　　　　　　　　　∵　・　　　　　　　．・　　一・tl・”’L・，”

　〈自治機関に閑わる主要事項〉　　パ1　1．，　／i・t’：三・：㌍い　　三・．

　　①　安全・一保健。　．・『一　　　　　　’　『∵IE・1・：　，．∈云・・’㍉！t”・　’t一

　　②　「所得・雇用の保障予定」，利潤分配基金お，灘びその他の福利給付

　　　（security　bene丘ts）。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　’　　　メ　三ヒ：’、、．；’r　1・L・・，　．一；ξ一

　　③　職務の配置・割当，教育訓練，職務空席と後任者補充（turn・over），

．，t一　職場規律および職場規則，労働者の部門・職種間移動などの人事。“

　　④・ランク内の昇進，賃金格差，職務定義，職務記述，作業時間・動作

　　「研究，産出基準」能率給」，労働力削減はレイ・ナラによるか労働時間

　　　短縮での労働量稀釈（spreading　the　work）によるかの決定。

　　⑤　技術変化への対応。　　　　　　　　　　　．

　tt⑥　生産性向上への協力。7，　　　ト　　　　｝．

　〔苛の刀の領域カミ，1自治機関の「独自の機能ジ権限，責任」において処

理されるF“容易な！’機能」・であるのに対し，〔その2〕は，「経営者ととも

に一協力の場合ばかり一でな鴬衝突のばあ・．V・もあるが一働かざるをえな

い」（p．283）Lものであるδ各部類に応じて「経営者iとの間の調整」の在り方

がどのようにあればよいかがs・t次のよう庭指摘されている。

①について。、□・〆．・．　　’／・一・一・、；二1、

　　「これは経済的業績との直接的関係がきわめて少ないから，無条件で工

　場社会に任されるべきである」（pp．284－285）。

～ ⑳こついて。　　　　，三主　．『．’　・L”．’　／　　∵

　　F経営者は基本方針には正当で；、・rかつ深い関心を持うて」1当然であり，

　「それらを設定する際には経営者が明らかに主導権をとらなければならな

　い。しかし，一その運用においでは主たる責任は職場社会の電のに委さ寄べ

　きであって，経営者はただ技術的な助言と援助をニレ不正やいちじるし

　い不手際を示した際には拒否権を行使う1るよう慮じなければならない」

J（p．285）6｝1∴バ’，；バギ「li　t’t“εt／1’：”　1　　…‘　　1二巳1三1二≡＝
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　　　　　　　、S祭ご、■ピ、’t，吉、，；㌍≒｝L｛1・”…　t　’t　　　　　　・tt

　③について。・　’「　　　　　　　　　　　　　　……ゼi”　tご

　　これらは，「方針ど執行の両面で経営者の利害と職場社会⑲利害必はま

　ったく向等である。これらは一貫して両者が共同して取り組むべき機能で

　ある」、（p．285）。　　　　　　　　　　　　　　　’　　　し　’

　④について。

　　これちは’「本質的に抗争的問題」であるという性格があり，「労働協約

　が成立しているところではどこでもe”（方針的基準が）労使の共同決定と

　なっている」。それは「交渉と妥協によ，る決定」であろうが，合意された

　方針的基準の執行は，共同の遂行事項（joihtll’”affair）・．となるべぎものであ

　る」（p．28β）。’・　　　　　　　　　　　　　　、・，一　二噺「Ti’1：．J－、’i

　⑤について。　　　　　　　　　　　　’、　　・・zバ

　　労働者の再訓練，新職務への吸収（場合によっては失職の補償）などの

問題が生じるが，それちは，②，④に準ずる；「共同の取組み」という1’こと

　になるであろう。そのことよりj’ここで「最も基本的な」（brimary）・こと

　として強調しているのは，・「提案されだ技術変化の意味を労働者に伝え，

． それに対する労働者の反応懲経営者に伝える劃詑いうご憶ユ⊆ゲ←ション

　である。そのことが「勇働者◎心理的安定と企業の経済的業績への最大の

貢献」であり，「工場社会の機関のみが，これを成し遂げう．る」（pBミ285－

∴286）という。　　　　‘　　　・「’”　『’！i”心バトパぐこlf”．　　・㌧．　　　，二∵：

⑥について。　　　　　　　’．tt’・’・・一　㌧’・

　　「生産性向上への協力が成功するの・には，経営者の職能とは何か，三なぜ

　企業は経済的業績によっで運営される‘がが，こ労働者に理解されねばならな

い」のであり，「こ⑳よ1うな理解は；∵労働者が自治老いうも◎に相当の経

験を経た結果としてのみ生まれうるであろう⊥（p．2⑥とい56

f：，、．，恒座，職削寧自輝葱興、．．、ゴ．一

職場社会の自治が機能していくことによって産業秩序に新たに拓がれてい
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く地平は，何であろうか。ドラッカーは，それを企業と従業員のそれぞれの

本質的要求の充足という観点から考察している。

　まず；従業員の本質的要求・基本的ニーズについてであるが，経済的要求

すなわち「賃金額についての要求」を第一義どしてき滝のが労働組合主義

の伝統であった。ドラッカーは，それに対レ「賃金の絶対額が非常に重大

な問題となる」のは，’r最低生活にギリギリの経済，つまり産業化のごく初

期」か「所得が物価に完全に追いつかないインラレ時」、であって（p．76），

基本的には「労働者は；　”社会的地位と役割（social　status㊨ld　flmction），に対す

る要求⑳充足を，経済的要求よりも重視している」ということを強調する

（P．47）。

　ドラッカーは，労働力を財貨の一種として扱う関係を“キャッシュ・ネク

サスひという概念で捉え③．151），「金銭的刺激に自動的に反応し」て労働提

供するものだという人間観を“自動販売機人間（Slot・Machine　Man）”観と名

付けて・・る（P・・198）・こうとた措定で？組織（套業）とその構成員との関係の

在り方が，とうてい人間的な「つながり（nexus）」といえるものでなく，人

間本来の社会的な（地位と役割の）欲求に反することはいうまでもない。そ

ういう人間の自己疎外状況に対し，．「自律的に自治をする職場社会は，社会

面での万能薬ではない」（p：　301）にしても，自L己統治という性能からして

「’‘自動販売機人間”という信念の保持を不可能ならしめる」（p．　302）Lと，ド

ラッカーはいう。そうして，自治機関の経営者との連合処理の活動は，・’労働

過程の諸問題について次のような展望を拓いていくことになる，、と述べてい

る。　こ，・’　r　　　　　　　’　　　・　　　　　’　　　　　㌧　　．　’　tt”

　「工場憩のあらゆる係争問題や，労働者が知りたがっているあらゆる事柄

　や，労働者のあらゆる疑問い不平，疑念i当惑が論議されるよ5：になるの

　は間違いない。それらは事業の正常な進捗過程におX・潅，、また常に具体的

　な決定と関連し拓誌繊ま院労働者覇醜姥繊く理解癒ぎゐ形羅，一提起され

　ぱう。…（中略）こ…すなわちぶ労働著鍍魯●⑳職務について知りたがづて
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　　　　　　　・・ヨ．巨・；・：：t　／’　”：　パと田え；・三；・ぎ‥“／t

　いて知らない迄：ξや蕗労働者が製品にゅいて知り1・teがつていて知らないこ

　と一これらの労働者とエ程；．・，　，　y働者」ξ製品鋪勤働者と所属チ云ムジとい

　う統合上の問題一がすべて明るみに出よう6『職務配置，人間へ職務を適

　合させること，集団を作業チーム’に編成すること，監督者の権限と職能，

　これらもまた同様に表面化されよう。といっても，これらの問題は，．自動

，．「 的に解決されはしないだろうし，事実，非常に解決しにくい問題であろ

　う。しかし，それらの問題の解決にとって必要な政治的・心理的諸条件は

　作り出されるであろう。また，作り出されなければ，それらの問題はとて

　も解決できない」（p．302）。

　この引用文における「政治的・心理的諸条件」というのは，環境的な条件

のものではなくて主体的な態度形成の問題であ｝らて，ドラヅカーはそのこと

を・・ll経営者的態度（輌算egirial誕ti頭c＞∂という概念によっ：て所説を展開す

る。　’t’　、　　・　　　『”’J　祭，’．、：ざ’主’：L　1・　　　”ヤ・＼馳　　　．一’、‥，，：t

三　一雌麟鱒鹸撫1一三’、∴．ご
　ζの．t「経営者的態度」というのは，・F支醗さ裁萢者’葱しででな吏支配する

者としての態度」くp．‘162）であうて；一「個人をしで自；amp職務誇仕事，：生産物

に対して，…1経営者と同様の見方をさせる，つまり㌃集団の仕事ならびに生産

物と関連させてながめさせる，・という態度上（p・江58）というよう・に，その特

性が説明されている6、　　　　・ttt．　　　・　　　　・一・一　・．’

　この“経営者的態度i’の酒養という主張は，・「作業の容易さと速さだけカ1

能率と生産性を支配する要因である」とし，「生産の一要素として労働者の

態度を排除しようとした」大量生産の主唱者6科学的管理運動の基本的な想

定に対する反発竺批判としてなされている（p．160）6　1t，　　　　　’　⇒・

t’ ドラッカ’は，産業企業体において体現されてきている「大量生産原理」

は丁巣なる機械化の原理ではミなく、〆社会の原理，4人間組織の原理である」

（p．⑩といφぼそ．う’してが凝うwXう組織◎原理としてのIF大量生産」の本質は，
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「二つの新しい考え方一“専門化”と“統合”一の中にある」（p．20）と

いう。　　　　　　、　　　　　　1

　この場合の“専門化・（SpecialiZation）”というのは，－rある生産物を作り出

す能力によってでなく，個4の操作とか単一の動作ごとに労働の分割をする

という新しい“専門化”」’　（p．　21）と注釈を付けられているものである。した

がって，日本語における「専門」の語感で解するよりは，．文意に即して“細

分特定化された個別作業への専属”という一ように解した方が適するものであ

る。科学的管理運動の基本的な想定は，「仕事が一つの動作または操作に限

定されればされるほど，人間はその仕事をよりよく行うことができる」10）と

いうものであった。　　　．　　’　　　・・’÷　．

　この・「新しい専門化1がもたちす労働の自己疎外に対し，先の引用で見た

ようにドラッカーは「人間へ職務を適合させること」（職務拡大・職務充実），

「集団を作業チームに編成すること」（自律的作業者集団）といった“労働の人

間化”の方向への労働過程の再編成の課題を提起している。しかし，たんに

それだけでなく，この問題に取り組む姿勢Je基盤としての「政治的・．心理的

条件」を丁経営者的態度」の酒養ということに集約して強調しているのであ

る。

個々の操作や動作は組織体の仕事に「統合」されなければ「生産原理」の

体をなさないのであるが，その「統合」について「大量生産の主唱者1・・科学

的管理運動の基本的な想定」がもたらした産業秩序の構図については，’ドラ

ッ、カーは比喩を用い重次のように批評している。

　「指揮者だけが戯ぢゆ護楽器の音を聴き，楽団員は自分の楽器以外は見る

　ことも聴くこともできな略自’分だけの防音室でそれぞれ演奏しているSt．・．一

　ケストラのようなものでth’1る言泣の謀3に1した・うえで最も厳格な時間合わ

　せの規則を用いれば，シ’X｛フず二≡癒演奏琴呑芯とができ漠う：讃じ｝か｛ジ，

4どの演奏者も，自分は何をしている⑳かわ海らない勝撫わんや演奏効果

　にどのように貢献しているめか誰も述べゐ・ここ．とはで1ぎないであろう」
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　　　　d　　．　　．…・・S’　，”，、、ビ　芭、号）望ピ、ttこ

　（P．L180）o　・，t　㌻三こ：二P“1・・一一宜　　→こ・良；「　、　　丁：）’，L　　－・　　・、’z　　　　・t”～

　この比喩は，’∫構想と実行の分離」という科学的管理運動の特質，すなわ

ち「何をなすべきかを考え，職務の内容，作業，速度ヂリズムおよび動作の

仕方を定め，・・，e・2tらについて他人に命令する立場に立つ少数の人々と，いわ

れたことをいわれたとおりに行う多数の人々」への’「構想する者と実行する

者の分離」11）の特異な様相を巧みに示唆している。こうした科学的管理運動

の基本的な想定に基づく産業秩序は，「産業の生産資源のなかで，人的資源

ほど生産能率が上がつていないものは1ほかにない」（p．158）という事態を招

いていると，・ドラッカーはいう。「現代の産業制度において生産しているも

のは実に，チーム，パターン，組織といった全体的なもの」であ『り，「この

パターンを機能させ，まとまらせるには，’個々め作業者がパタ’ンを全体と

してながめ，パターンのなかでの自己の役割を理解することが必要である」

（p．159）。にもかかわらずパ科学的管理運動は「生産要素としての労働老の

態度」の問題を排除し，この必要を満たそうとはしなかったのである。それ

に対し，ドラッカーは，職場社会め・自治の経験が労働者に「支配される者」

という感覚から抜け出させ，「全体との関連で自’己の役割を理解する」どい

う「経営者的態度」の酒養に寄与していくことを，強調しているのである。

そうじて，「経営者的態度」の滴養という人的資源の活性化が，どのよう

な効果を発揮するかについて，次のように展望じている。t’　　”　　㌧

　「生産労働者の間に，“経営者的態度’1カミ行きわたれば，’生産性と能率は

　ほとんど爆発的に増大する。……こうした生産性は，C高度に工学的に設計

　された工場で，時間「・動作を研究し，作業を熟練不要の動作にまで分解

　し，’部品構成をし，材料の流れと人間の作業をシソクロナイズさせる等々

　といつた科学的管理法を．さらに進んで適用するζとから期待しうるもの

　を，∵はるかにしのぐことは確かである」（p．ユ60）。　　　・㌧1”．　li

・警1’いろ．蘂己：噺，♪じ元：t”i・：．．1’“こ，ご揖；、・㍗白：・r．’・L／．口‘．　　　　　（○『’h江r・、ニ

パ・さ奪㌣ば1’ご式∵が．：，い三：・㌔嶽ジ㌻’㍉后・ili、』三差逐∵ぷ．li．ぺに：

　．X86　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　－　20　一
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14．“光栄ある野党”としての労働組合

　ドラッカー一・el｝，すでに見た、ように「工場社会の自治」の提案に対し「経営

大権の侵害」として経営側から反発があることを予想しているが，それとと

もに「経営者が組合と戦うため，あるいは少なくとも組合を無力にするため

に工場社会の自治という仕組を利用しがちである」（p．308）ということを警

告している。事実，これは1920年代のアメリカ産業界において流行したこ

とであった。そのことからすれ｝竃二「工場社会の自治」“が「甘言や虚しい肩

書で労働者を買収する経営者側のたくらみ」（p．｛1．Q8）と見なされても当然で

あるという・素地はなきにしもあらずである♂、したがつて，，「組合が工場社会

の自治の確立に反対し薫戦うほ，う’を選ぶ」tt（b：　313）bこども大いにあり．うるの

である。　　　tt　’　　　・　　　、1’・1口㍍

　そうした場合には，「工場の自治体は組合をして労働者の排他的忠誠の獲

得を目指す戦いを激化させる最大の拍車となる。この闘争（＝「忠誠の分

裂」・既述，第6項）における被害者は，先ず第一に工場の自治体自身であろ

う」（p．308）。rそれゆえ，「労働組合の参加が，工場社会⑳自治の成功にとっ

て絶対に必要である」（p．308）が，「組合の存立権と労働者代表権は経営者側

から侵害されないと保障されている組合だけが，工場社会の自治に参加し，、

また参加できることを期待しうる」（p．，315）としている。

　こうした問題に対し，ドラッカr－‘・tt，既述のように，それ自体では正当な

統治権力たりえない経営者への対抗勢力として労働組合を意義づけ，・その対

抗勢力が統治機構に加わることによって統治制度としての企業の政治的ディ

レンマの解決があるとしで駆る（既述，第5項）。＾これは，．労働組合排除とは

正反対の構想である。・　□：：ご一・　1－．1’．．　’1　　’・．．亘

　ドラッカーは，労働組合は統治機構への参加においで．Z‘光栄ある野党ザと

LX」の役割を果たさねばならない，職薮ふゑb、繊9・嚇参加必b・う政治的責任

からして，・㍗常に否定する精神鐵主態簗迎ヒ豫箔廷乞が許蓉耀ない」⑩⑪4＞「
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のぱ然であり 具駿』撃㊥あやス黙艇な・j’しまう」（P・・314）

のでは対抗勢力とルての意味をなさない。まだ，労働組合がそれ自体で企業

の統治者にな｝らてしまうことは，「企業の目的に対置して従業員の目的を主

張する」という存在の定義（p．111）に反することである。したがって，・労働

組合tti’「決して政府になれない野党」（pp．111－112）として統治に参加する

ということになる。　　　　－　　　　t　・t．．L　／：．　・　1．　　　’　　　　、1．’

　では，どのような手続きによっで工場社会の自治という通路を介七て労働

組合は統治機構に参加していぐと，．措定されているのであろうか。ドラッ

カーは，丁工場社会の自治機関にと⇔て唯一の堅固な基盤は，労働協約のな

かにある」という。「自治が鼻持ちならない経営者の温情主義に堕落」しな

いためには，・労働協約という『「法的拘束力をもった形態」が必要であ，b．，；，こ

の形態において労働組合は「戦う意欲と能力を持つ（自治の主張の）’擁護

者」という地位を占めゐべぎも⑳老している（μ308）。　＾・．”

　　　，、＿・5∴1産騨麟鞍∴∵三ぽ

　ドラッガーは，．工場社会の自治という通路を介しての統治機構ぺの参加が

労働組合の既成の体制にもたらすリスク恋ついてもstt次のように考察じこζ，い

るe’∵・’”’t－∵㍉一三・．t、ttt　「一　’．〒㌃⊇　　己吉：ば．・・　　　　．一．　一ゴ三

　「（工場社会の自治への）参加は，組合梶どづで現実的なリスクを伴う。『

この参加はジ産業別または全国的な組織をないがしろにしてロ‘カル（企

・業別・工場別）tの組織が強化されるという傾向がある6工場社会の自治体

　が成功すればするほど，・労働組合が会社組合（conipany　dnioh）⑳緩い連合

　体へ乙解体する1という危険が大きくなる。工場社会の自治は組合からt’ts反

　対”機能を奪い，それとともに組合の存在理由そのものさえ奪ら，・てしま・う

一 恐れがある」（P．314）。・　　　・．　1－　　　　　∵　　・、

　珍がし☆ドヲ勤力≡1はゾこうルたF恐れ⊥の問題よ㊨も”1；．．その根底にある

労働組合の既成の体制における［「基礎的な態度戸信条玉の方をより大きな問
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題である，としている。その問題とは，・「組合は，f‘（労働）自動販売機人間”

という考え方が経営者側によって表明される場合には，それに対し激しぐ攻

撃するのではあるが，組合自身が経営者に劣らないほどこの考え方と溶け合

っている」（pp．314－315）という問題である。ドラッカーは，この問題が工場

自治体に労働組合が参加するうえでの「何ものにもまして困難な障害になる

かもしれない」（P．　315）と，構想実現上の懸念を表明している8

　そうした懸念は伴っているカ㍉．r工場社会自治り原理」は，ドラッカーが

いうように産業企業体が経済的制度に止まらず統治的・社会的制度であると

いう麟をも・頑鱒鷲り・内在的な遮性をも・たもめである・

それゆえ，「組合り参加なしに従業員の強力な機関が発達し機能するのを許

しておくのは，組合にとって政治的な自殺となろう」（p．313）というドラッ

＊一噂芦・恒ザれ噸難諦びたものになることも確かで筑

　ドヲッカーは，工場社会自治への参加ということから「組合は，これまで

多くの組合が結成の理由とした経済上の問題が，企業と労働者間の関係の全

部であるというよりは，ほんの二部にすぎないこどを；悟らなければならな

いであろう」（P．　314）としている。これは，“（労働）、自動販売機人間”観を

基底とした経済的圧力団体的組合運動から「産業市民の組合運動」への転換

を示唆するものである。

工場社頬治の参加がどの口に労働組合磯騨靴繋がる牢つい

て，ドラッ．カーは，次のように述べている。

　「それは，組合の事柄（mion　a丘airs）への組合員の参加を増し，組合の事

麻の閤迫疏くの・うにして韓員の無閤心（・p・・hy）と・・う退廃

　を防止するであろう；。ζの無関心というζとこそ組合運動を確立、し成功さ

　せるのに最悪の危険であるという．ことは，分かりきっていることである。

　自治への参加坑．労働者そのもQの好機（6輻P9卑迫嘩s．の象徴ど1しそ組合

の機能を回鮮鎮のに僻つ鯵ろう，長嚢璽ξ・顯灘め熊誠の獲

ご得のきわめて重要な要因と、なるのである6さ］ら庭宕泊治への参加oa：；組合
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・、のりご一塚栖を，ッZ¢澗題の多く泡解決するであろうし，、組合は良く訓練さ

，れテス．トされたり一ガデを豊富に供給されると・いう：こと淀もなるであろ

う」ン（ひ、314）ざ二．

　　面
　ジ1）　ドラッカーのこの自己規定は，AdventUres　of　a　Byslanderの「．日本語版への

　　序文」にある。風間禎三郎訳『傍観者の時代’1’（ダイヤモンド社刊）序文・3耳。，

　　2）ドラ・カーet・「1自由z；あると三村しろい”（fW」≒めのet・真の帥と

　　　の絶縁に近づくことである」といい，自由の本領について，次のように述ぺてい

　　　る。二　’・　　　It　　II，　tt　　　’　　・　　．　　　　　’－””1・＝’　　　t’一

　　　．「戸由ぽ，責任あラ琴択である。自由et，．権利というよ；葬務である。真の自由

∴．・‡1な越のがからの醜すなわち・野気ままく1ice⇒とL・う学では
　　　ない1何をずる坑りじないか；ある方法でやるのか，他の方法でやるのかttある

　　　信条を支持するのか，反対するのか，選択をすることが，’自由という1tものなので

　　　、ある9・耳由は・決して束縛からの解放ではなく，t－．常に責任である・．自由ぱ“お

　　　　もしろ㌧；”．というもQではなく一て，人rH7　ec課された最も重い課題（burden）で

　　　ある。それ「は，入間個々人の営みと社会の営みの在り方（conduct）を決定し，

　rtド亡の双方あ決定に責任を持つという課題である」（The　Futieti’　’：bf　litddsthal

　　　、U4・1・・9・eene・・qf，，P；ess・　Publish・rs・・P・・149）・

　　3）　Ibid．，（注2）p．74．

　，4）　「経済的成果め達成」遠ろいてのこの注釈的定義｝ち1三戸公・他著「ドラッカー・

　　新しい時代の予言者」〈看1斐閣刊）ユ23く頁6・1］’”、’z、∴　一／　10一幽・

　　5）　このことは，企業を法的に「労働者（従業員）所有」に制度化したユーゴスラビ

　　　アにおい1労働者のストラ．Kキが多発していることからもt．歴史的に証明されてい

　　　る。＝・；tfスラビアのこの事態め実証的考察としては，「「日本労働協会雑誌」289

　　　号に，ネカ・ヨパノフ著「＝＝・一ゴスラt；”7・ttl％一げる労働老あストライキー1958－

　　’1969年Tlの「書評」形式で取り上げら・れて．いる。’　　　　、

　　6）ドラ・カーが初蛸作で確立し堅．「政治生態学」9原牌？いて叫・1蝶経済

　＾大学論集」第2b巻第1号所載の拙稿「ドラッカーの業績とその歴史的貢献」。

　　7）乃砿｝（注2）・pp．156－161．一’訳文は，岩根忠訳「産業に携わる人の未来』《ダイヤ

　　　モソド社「ドラッカー全集』・ee　1．巻）に拠る。　　　htt’．　　　　　’，、

　　β）、「決定的な，代表的なJt．本質的な制度」という措定は，産業傘業体Q存在態様に
’：一tt

ついての措定である．それ悶し，「経済的統湖社会的」という三重性格の
恒濠捷は潅棄企藁葎の離態様kらいそ6措定であるc－辱在態様の措楚∂ぢ．も：「”i決

　バ定的な」1：は，・社会の全員どいづてよい大多数の人友が直接・間接に産業企業体と関
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　　係があるということであり，「代表的な」は，産業企業体が産業社会の組織原理を

　　最も純粋かつ明瞭な形で表しているということであるニ

　　　　ドラッカーの所論には，これらの他に構造態様についての措定があるというの

　　　　　　　ゆ　　が，藻利重隆の指摘である。経済的組織構造と社会的構造であり，後者が「職場社

　　会（plant　・commimity）」である（漸1『ドラヅカー経営学説の研究1森山書店

　　刊，箏4増補版174頁？。この二重構造論ぱ　ドラッカーが明示的tg概念と．して

　　凝縮して表現しそいないだけで，所論の展開が二重構造論的であるのは確かであ

　　　る。tt／　　　　　　　　　t’1’　　　　　　　t／tt

　　　こうした二重構造論ρ類似概▲としては，人間関係学派の「フォーマル組織とイ

　　ンフォーマル組織」，F．テソ＝一スの．「ゲマイソシ．vフトとゲゼルシャフト」を・あ

　　げ・・峡きる・…力苦おいてel・・れらの説・の関連や対比力輝の展

　　’開にあたり念頭にはあったものと推測できる。

　9）　ドラ」カ≒の「産業中間階級の自治」についての主な論点は，次のようである

　　　　（qhe　NetV　S々舜．勢・P9、305担97）Ot　　　　　『くご．，：＼　　・　　　．　　、　　　　．　　　　一／／

‘㌶覧竃篭難纏lc灘姦雛；蕊≡済
　　　　的成果に関係する管理的事項にらいてはごり広いということ。’　「、

　　　③　「このグループが自治体として組織されるならば，それこそ本当の権限（very

　　　　real　authority）の付与が得られうることになる」というマネジメントの分権

　　　　主義（federali諏）原則との関連の強調。

　　　④’この自治機関の課題。

　　　　a．経営者とのコミュニケーション

　　　　b．グループiE体の人事管理問題一監督職や技能職Kの人選，職務訓練，部

　　　　　門間の配置など一
　　　　亮．．二般労働者の自治機関と，とりわげ一般労働者の入事管理事項について，

　　　　　企業㊧代理者として協議。　・　　　　　　　　　　　．二

1°）錫縫羅警翻㌶鱗鶉灘竃璽欝：鷲籏㌶
　　　年に著作さ擁翌鱗i《郵訳｛恒櫛褒営j溺治這あるぶ’1そ：ン　○‘糞誉

　　　　　　　　　，・苦堅て：己・蕊ミ苔二㌧．ヨ｛、ごぷ・：fi：≡’三’：’，｝○　．　z　｛i：：・1’e蒋

　　　　　・．・　　1ご，デ｛豫註麹頴薫ぎ■主三’已3警垂口1ミ譲鑛若ポ

　　　　．二・、　．：ド・・短．護鰻衰轡苔轡寮譲隷難藪緊享浩

一’
ゾ、・、・…一絃蕊蕎ξ灘癖麟搬鱗！難慧にさ

＿…．
，一・・．一愚：・1．’羅爆1籍議妻灘磯鷲藏藩
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il：蜜・「：・・1｝

Ft／，一」㌧

　　第2節　ドラッカr「労使関係論」．の性能
：fl　Lr　5所＿Fii　L・　　　　　　．1≡・・：ll　”　t：．．　．rsこド・．・

　　　　　　1．プログラマ“ティックな理念型1

　ドラ竺カーの労使関係論は㌧r．種¢？＿＿‘L－IEいうのは1950年アメリカ産の

一
理念型の提示である。当時bアメリカの労使関係の実情は論理展開の背

景として洞察的に記述されてはいるが，・主題は彼自身が規定しているように

プログラマティッ．グな設け方をした改革論的な’i’綱領（manifesto）”1！，といっ

た性質のものである。したがって，その真価は，、その主張のその後の事態へ

の影響力，すなわち主張内容のフィージピリティにおいて問われるべきもの

であろう。それとともee，その提唱以来の現実あ進展に対し，その勲向の表

す意味を価値判断しうる一らめ拠（よりどころ）を，彼の提唱内容を通じて

我々は与えられているということでもある。それだけに，彼の提唱内容の性

能点検が，我々にとって重要な課題芝なる。’i’1

　そういう観点において，この節ではう一彼の提唱後tl｝生起してY，・る現実の事

態との関連に焦点を当て，検討所要事項の提起をしておくζとにする。

　　　　　　2．一労使協議制・と「工場社会の自治機能・B」

　ドラッカrの提言するところはt，労使関係シ、ステム・という具体的な制度形

式に焦点を当てて言い直せば，「労使協議制」・の導入・実践ということにな

籏釦節の頭で紹介した「工微紗自治鯉あ離あ・項「経

営者側との調整」とか、、「連合処理（dealingwith）」．が強調されているところの

ものである。これらは労使協議制という枠組での用語でいえば，協議であ

り，協議事項の処理と言い換えても差支えないも㈱である。そうして，その

ように言い換えれば，今日の日本の労使関係においては，彼の提唱したとこ

ろの「工場社会の自治機能・B」の中身が我々に馴染み深くなるほど，労使

協議制は普及’している2）。・
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　そうすると，アメリカの1950’年当時の労使関係事情を背景に提起された

改革の理念型が，／国境を越えて日本で定着したということもできそうであ

る。そのよδに言うと，日本の労使使関係はドラッカーの提唱する改革構想

をこなしたエクサレソスな労使関係を構築しているかのようであるが，制度

形式の普及だけでそのように断定するのは早計であろう6ドラヅカーは，制

度形式のみでなぷなぜ労使協議制が必要か，何のためか，・を念入りに論

じ，また，その安易な取組み方がもたらす落とし穴についても警告している

のである。そういう点では，ドラッカ”一”の労使関係改革論はi士壌（いわゆ

る文化風土））歴史的経緯の相違を踏まえての上ならば，tt今日の日本の労使関

係の問題点を照射するサーチ・ライトの機能をも果たすものと思われる。、そ

う：した照射の作業は，本稿の（その3）において行うことにずる。

　　　　∴，姪劃畦≒．「場社紗；煕tt・

　藻利重隆は，ドラッカーの労使関係論，とり：わけ工場社会の自治と労働組

合の関係につい℃次のよう、に批評して弍｝る。　　　　　’ゼ

　「労働組合が今日一般に超企業的組織として発展してい，るのに対して，自

治的’『職場社会（＝工雛会・plantcommunity）』は企業単位に組織せられる

　ものであゐ点に亡そ，両者の差異が存在するよケに思われる。’したがっ

　て，企業別労働組合について見れば，それは自治的職場社会との間になん

　らの差異も見出されえないこどとなるのである。そこで，一労働組合の参加

1による職場社会の自治というドテッカーの提唱は，・これを換言するなら

　ば，超企業的労働組合を背景とする企業別組合の形成以外のなにものでも

　ないであろう」2）。　　　　　　　　　　　1t－　ttt　　　　“　　’　　　　「

　この批評の特徴は，「1950年アメリカ産」というドラッか一一モデルにき

わめて日本的な現実であるF企業別労働組合』とい・う概念を絡め＠VI，Sる・とこ

ろにある。’一この絡め方の条件どし文ぱ藩超企業的労働継合を背景≧する」と

いう＿つの基本的なことが付され潅顕るが声1日米の労使関係パタこンの比較
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　　・：”川　．　・　’㌧、二‘s渋蕎ト，T’　t一ご　　　　　、　　　　　，

研究とLては，’．ぷ㊧他湊さら瞑深い奥行ぎと広い間ロで検討しなければなら

ない幾っかの墓本的な問題があると思量童るcぞ方したことに⇔いても，；三も

の論稿の後段で扱うことにする。…、バ㍉’¶、ド　　　　　’　＿

　ここでは，〔「工場社会の自治」イ’ひ一ル「企業別労働組合」〕という解釈

は，アメリカにおける労使関係改革論としての理念型モデルということに即

してのことであるならば，・ミス・リ＝ディングであるということを指摘して

おきたい。　　　　　　　‘，　　　、・“

　ドラッカーは，「工場社会の自治機関は労働組合の代わりをするものでは

ない」と明言している6’i『すでに自治機関の機能内容どじ鐙見できたところで

は，自治機関は労使協議制の機能は担うが，二労働組合の固有の機能である団

体交渉には携わらないという措定になめている。’そうして☆‘「企業別労働組

合」が企業における労働組合組織とVlうことの意であれば，アメリカにおい

て存在するのは，超企業的労働組合である産業別労働組合が組織したその支

部としてのローカル・ユニオンであるqそのロ．一カル・ユニオンのメソバー

が，「自治の擁護者」たるべきことを志向して，産業別労働組合が企業経営

者と締結する労働協約に基づいて，工場社会の自治に参加するとい5のが，

ドラッカ～の提言の構図である。その産業別労働組合が「経済的圧力団体」

という理念にのみ囚われて，団体交渉を通じての衝突を破壊的なものにしつ

っある。この衝突を「建設的なものに」変換する契機に癒るものとして，

「職場委員，（the、　Shop　steward，・一カル・ユ・サ・ンの委員）が工場社会自治の代理

人一（the　Ioc剖agent　of血e　lfgove㎜ent）となり，労働者とその（齢）指導

者の間の；また自治体と労働者の間の連絡者（liaison），どして行動するであ

ろう」3）と期待されているのである。

．そうした労働組合における機能の変革が，アメ聖力で現実化しているかど

うかの問題は，本稿の（その2）において取り扱う。　　　－

J他方，．日本で現実化している企業別労働組合は，、「労職混合組合」という

組織形式であり詰企業肉におけるその組織範囲はドラッカーの措定する「工
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場社会」に「おおよそ」一というのは，従業員であってもいわゆる「非正

規社員」は組織しないので「おおよそ」一匹敵する。そうして，労使協議

に取り組むとともに労働組合の固有の機能である団体交渉をも己の課題とし

ている。それは，自治的工場社会がそのまま労働組合の要件をも兼ね備えた

ものであるというように，規定することもでぎるであろう。そのことは，・一

面，アメリカの労使関係に比べて長所でもあろうし，反面，組織形成それ自

体では．「超企業的労働組合を背景としない」ということから↓社会的存在性

が稀薄になりがちであるという短所をも有するものである。そうした問題の

検討については，∵本稿のンGeが3）‘1こおいて取り扱う。

　　　　　4・、ゆ瞬「zes委員会井「工場鯵？自興

　労働者の工場あるいは職場レベルでの組織活動は，先進工業化諸国におい

ては「工場委員会（worke聡’CoUncil）」という名称形式で総称しうるような歴

史的経験が，それぞれの国で見出しうゐ。・ぞ「ういう・ことに照らし合わせる

と，一ドラッカーの提唱する丁工場社会の自治機関∫というめは，それほどオ

リジナルなものではないjという解釈もありうるであろう。

　しかし，一ロに「工場委員会」として総称しう・るにしても，’いわゆる「工

場委員会」は，その設置目的に応じて幾つかの類型が見出される。例えば，

A．シュトゥルムターヲ以は，工場委員会の歴史的経験の国際比較を試み，’次

のような類型をあげている4）。　　　　一

　①　組織ナルグ（organizitig　stewatds）・i

　　　、労働者を労働組合に所属させるよう働きかけ，組合費を徴収すること

　　を設置目的とする。　　　　　　．・・

②　交渉型委員会（bargaining　councils）　　・　　　　　　tt・r　Lt

　　　労働組合の団体交渉機能の一部を担う，ものとして，・あるいほ補助する

　　一と力わけ苦情処理をする一ものとして，工場あるいは職場レベル

　　で活動すること，を設置目的とする。
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：，’ ③；管理型委員会，（maりagirial　cou血c迅s）・二’・、r　　い∴、　・　　1－≡：＝：

三．：・；、「程度義差礒あれ経営自体のr部分と｝：して声→定の方法によって企業

　　の経営に直接責任を負っている」ところの，fいわゆる経営参加を設置目

　　的とする。　　　　　”　　　・’　’　”
　④　政治志向型委員会（pb’　litiCal　Oo1皿cils）

　　　特定の政治的意図の達成に役立つ・こ：とを設置目的とする。「典型的な

　　例はロシアのソヴィエトであり，．革命の時期には革命指導部と工場にお

　・ける労働者大衆の間の．∫“伝導ベルト㌣であり，’革命成功のあかつきには

　　公的行政機関となる」。／いわゆる’“革命的工場委員会”。．　　・・：、

　⑤　組合改革型委員会（皿ign　refo皿CO呼cils）

　　　「労働組合運動を改革する道具と亡％，あるじ・は，’時として，従来の

　’労働組合にとってかわる・もの洛しで，利用する」のが，設置目的であ

　　る。（前者は，国の立法あるいは行政措置によづで設けられる’6後者eI　’，’

　・企業経営者の反労働組合政策の手段3）三∵：ぼ∴t，　’　tt．　二：

　これらの経験的に存在してきた工場委員会の諸類型に対しsまったく新規

の設置目的のものであるならば，ドラッカーの提唱す在r王場社会の自治機

関」は，／たとえ工場委員会の一類型に位置づけるにしても，冴リジナルなも

のであり，n号←クなものであるといえるであろう。

．そうしたオリジナル性，＝FIニー；’tクさは，第1節で概観したドラッカーの所

論構造そのものにおいて認められるが，その中でも「彼の提唱後に生起した

現実の事態との関連に焦点を当て」具体的な事項をあげれば，前節12項で

見てきた「工場社会の自治が開く地平」である。ドラッカーが目論んだ地平

というのは，その後の労働問題の研究者によって普及されてきた概念でいえ

ば，「労働の人間化」（h㎜anization　of輌’k）である6∴そのような目論見をも

った新類型の「工場委員会」．は，．ドラ：ヅ：カら¢濃唱以前には無かったといえ

るであみう・c・一・，㍉t：：，〕∵・ぶバ・・ぶ皇窒蕃・三鋪’一こ∵・・∵毎き「・一’－t

　　　－一　　　　　　・　　　．1湊ξ工・き巡．江二　．．．き牢糠すう
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　　　　・、，t与．　r，［、N．働の人間化上と「工場社会の自治」、

噺請蜘の綱化」を聴する「工撤会噸動の謡知

ノル・ウェーで・：「産業民主化計画」に基づいて4工場で実施された「自律的作

業集輌㎞m6直・⌒g）．実mp」⑰るど目されひるニゼの実蹴

ノルゥメー使用者団体Q∫堅）．とノルゥ㌣二労働組合会議（LO）とによって

1962年に設置された「合同委員会」を推進機関として展開され，1970年に

成果報告が発表された5）。tう二した実験は，ただちにスウェーデシに波及

し，ボルボ自藪巌φカルマルエ場でほi自斧画乍業集団」によって流れ作業

方式を廃止するという「労働の人間化」が行われた。

　このカルマル工場あ労働組織，労働過程の変革た関連させて，ドラッカー

ぱカリカの動高識：て，、97鉾ピ紗ξ’雍斌ている∴“

　「第二次大戦当時，こうした考え方（＝従業員の作業チームが責任をもつという

　自律的作業集団うは，もうかなりのところまで行っていた。今日，スウェー

デンの二髄動甑紅・イン蛾わる突破・を開漬などe・大硝

　に宣伝しているが，，ζうしたグループ・アッセンブリ方式とは比較になら

　ないほど，すでに進んでいたのである」6）こ　　　　’，　：：

　ドラッカーの「工場社会の自治」の提唱は，ノルウェーの実験に先立つこ

と12年前のもりであり，それもたんに観念的な先取りでなく，アメリカの

産業社会で胎動してきている動向に“生の飛躍”を付与しようとするもので

あった。しかし，その後のアメリカの労使関係における現実の進展は，レギ

ュラシオン学派の表現でいえば「フォーディズム的妥協」7）へと“生の飛躍”

を回避したものであった。そうして，今日の「フォーディズムの危機」を突

破するには，ドラッカーの改革モデルの真価の見直し力泌要となっているめ

である。，こうしたアメリカの労使関係における理論と歴史の交差の問題につ

い砥輔（その2）において馳躍萢墜㌻溌二、

一 31一
1”9、7



　・、三；．・：’．㍉ノ弓ト；織ぷ・｛’㌔1．．∵．・T・’tt’　・・tta　　　：：『：1

　　・〔注ぷ・’・べ・三トニ「：ド

　　、）．、ド獅力滅鐸め喧言（・Mi。噸鋤纏舗泌ものでなくプ・グ・マ

　　　。，勇イックな，ものであることにつき，1954年の著作で次のように述ぺている。．

∴▽磁斌ずでに多くの・と施力らている．何れなけぱならt…’・かは，

　恒㌻㍗わかつてじさ「る。少なくとも，今日行われているよりも，tず6と多くのことをなし

，完．うる・とが坪？やる・おそら・くr2°触鱒餌到連瞬と．は蝉も
　　　L’”D・繊されてW⑫ろう・今日宣言であると・ろ鵬のが湾史上の嫉と
　　LC’なってい畜tlあろ．ち」’（The　Prdcfice’of痂η㎞θ砿IHarperL＆Row，　PUbli－

　　　・，・”由ers，・pL　311）δi’r’　　　　1・∵一：，：　　・　　　　　1　’　　L　．　．　：　l　　　　　t’　　、’．L二’t’t

　　・？）藻利重隆「．ドラシカ三経営学説の研究」（森山書店刊，第4増補版）／196頁。二．

　　3）P・耳伽・k・ご・砕吻・、輌鋤G・卿g・dp「叫P⑰1坤購P31乱
　　’．め”A．シュドウルムタ’一ル著t’”隅谷三喜男・初岡昌一郎訳「工場委員会」（日本評論

　　　社刊）1－7頁。　　∴∵　’ttt　’ttt／t

　　5）、，ノルウギニの．E産業民主化計画斗誓基づ・く「阜律的作業集団」実験について亘ま，

　　　村田和瀦r労働人間化の齪頚預声房刊）第障嘩研紹介がなさパ

　　　　いる。

　　　6）　P．F．1）rucker，　Adventμres’d　　a　1ムあπ砲Z・　’　”・　　　　tt

　　　7）　レギュラシオン学派の「フォrデaズム」概念に・？いて坑：山．田鋭夫、「フォTデ

　　　．・ズ舜獅トTZ・．づ・ズム」（山田頃輪著」紅堅㍗プ・奏」．〔大

○繁綴餐護鷲㌻壌；蔓墓欝盤欝霧㌻魏墨ζ；

　　　取引・妥協」．洞書，2碩）と説明され㌢いる…　∵主：・当・／．’・lv．　．・，

　　　トや　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　うド　　　　ガ　　　

こ68ぽこ擁籔いぎで㌧ぷ三∵議簸爵；㌃頑・㌔・：三藩二ーぐ・t　ttt　v　t’

轟1・」く．ぞ霧1う㊧露意磁蕊禽蕊蓑’麟・・ジ，恒ざ・…ぷ・梱蕊：・
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